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［売　買］売主と媒介業者に漏水についての説明義務違反があったとして買主が損害賠償請求
［その他］占有権限争いのある建物を買受け占有者に立退き請求することは弁護士法違反

輸入木材の価格高騰で 国内住宅値上げや着工遅れ　他

しずおか焼津信用金庫、静岡県労働金庫

割安な集団扱制度のご案内

電子契約により保証委託契約が簡単に！

熱海で大規模土石流災害、盛り土造成地から崩壊　他

工業用水の新規ユーザーをご紹介ください！

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供　他

③ランサムウェア　④ソフトの脆弱性　⑤標的型攻撃
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取引（売買）紛争の事例と解決

買主による売主と媒介業者に漏水についての説明義務違反があったと
する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.3.27）

　平成 25 年 10 月頃、Ｙ1（被告・個人）は、セカンド
ハウスとして使用していた分譲マンションの一室
で、クロスの汚れ等が目に付くようになり、工事業
者に修繕の見積りを依頼したところ、汚れが雨漏り
により生じたものである可能性もあるので、マンシ
ョン管理組合に問い合わせするよう助言を受け、同
年11月にＹ1は、管理組合に調査の依頼を申入れた。
　これに対して管理組合は、同年 12月と翌月の理事
会でこれを取上げるとともに、2 回にわたり管理会
社にその調査を依頼した。管理会社による調査の結
果、雨漏りではなく換気不足による結露によって生
じた汚れであるとの見解が、管理組合に回答される
とともに、Ｙ1 に示された。その後Ｙ1は、自らの費
用負担でクロス張替等の工事を行った。
　平成 26 年 2 月、Ｙ1は自らの健康状態に不安を覚
えたことから、本物件の売却を検討するようになり、
Ｙ社（被告・宅建業者）に売却先の探索を依頼した。
　同年 3月、Ｙ社の媒介により、Ｙ1とＸ（原告・個
人）との間で、売買金額：2550 万円、売主は引渡しか
ら 3か月間に限り雨漏り等の瑕疵担保責任を負う等
の条件で売買契約が締結され、同年 5月に引渡しが
なされた。
　Ｘは、本物件をセカンドハウスとして使用してい
たところ、平成 29 年 3 月頃、台所部分の天井の一部
が崩落していることを発見した。
　同年 5月、Ｘは住宅診断会社に調査を依頼したと
ころ、天井の崩落は屋上からの漏水による可能性が
高いとの報告を受けた。これを受けてＸは、管理組
合との協議を行ったが、その中で、平成 25 年 11 月
から翌年 1月にかけて、雨漏りの可能性についてＹ1
と管理会社がやり取りをしていた理事会議事録等を
入手し、Ｙ1 が雨漏りを隠ぺいして売却したのでは
ないかとの疑念を持つようになった。
　同年 6月、ＸはＹ1に対応を求めたもののＹ1はこ
れに応じず、同年 9 月にＹ1 に本件売買契約を解除
または取消す旨を通知した後、Ｙ1 とＹ社に、売買
代金と媒介手数料等計 2676 万円余の支払いを求め

て本訴を提起した。

　裁判所は、買主Ｘの請求を全て棄却した。
　（Ｙ1 の詐欺の有無）
　事実関係から、Ｙ1 は、工事業者の示唆によって
本物件に漏水が生じている可能性があると認識し、
管理組合に問合せたものの、本件売買契約締結当時
には、管理組合及び管理会社からの回答によって、
本物件のクロスの汚れ等は、漏水ではなく、換気不
足による結露に起因するものと認識していたと認め
られる。したがって、Ｙ1 が本物件の漏水を知った
上で、これを隠ぺいし、Ｘを欺いたとの事実は認め
られないから、本件売買契約の詐欺取消し及びＸに
対する不法行為のいずれも成立せず、ＸのＹ1 に対
する請求はいずれも理由がない。
　（Ｙ社の調査説明義務違反の有無）
　Ｙ社は、本件売買契約締結に先立ち、Ｙ1 から本
物件に漏水やカビなどが発生した事実は聞いたこと
がないこと、管理会社や管理人から本物件について
特にトラブルが生じていないと聴取していたことが
認められる。これらの事実からすると、Ｙ社は必要
な調査は尽くしていたといえ、宅建業者としての説
明義務に違反したとはいえない。
　またＸは、管理組合の理事会議事録から、Ｙ1 が
強硬に漏水の事実を主張していたことを把握するこ
とができ、漏水の事実を知ることができたから、こ
の点でＹ社の調査義務違反がある旨主張する。しか
し、そもそも議事録の記載からＸが主張するような
事実を推認することができない上、Ｙ社は、本件売
買契約締結に先立ち、管理会社に議事録の開示を求
めたものの、個人名等が入っているとの理由で拒絶
されたこと、Ｙ1にも議事録の交付を求めたが、Ｙ1
がこれを持っていなかったことが認められ、Ｙ社と
しては、必要な手段を尽くしたもののこれを得られ
なかったといわざるを得ず、この点からしても、原
告が主張する調査義務違反を認めることはできない
ため、Ｘの請求はいずれも理由がないからこれを棄
却する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要
判 決 の 要 旨
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業として占有権限に争いのある建物を買受け占有者に立退き請求を
することが弁護士法 73 条に違反するとされた事例　（東京地判：Ｈ31.4.9）

　Ａ（売主）は、その子であるＹ（被告・占有者）の居
住目的で、区分所有建物（本件建物）を購入し、平成
18 年 3 月、Ｙは本件建物に入居した。本件建物の固
定資産税はＡが負担し、管理費及び維持修繕費はＹ
が負担していた。
　平成 27 年 10 月、Ａは、アルツハイマー病と診断
された。Ａより本件建物の売却の相談を受けた媒介
業者Ｄは、不動産を購入した後に占有者を立ち退か
せ転売する取引を 50 回以上行っていた不動産業者
Ｘ（原告・買主）に、購入の打診と、ＡとＹとの仲が
悪くなっており、Ａは売却を希望しているが、Ｙが
明渡しに応じないこと等の説明をした。
　Ｘは、本件建物のリフォーム・転売を計画し、立
退料や、立退きに数年を要する場合にはＹから相当
賃料の支払いを受けること等を考慮して、1200 万円
で買受けを申し出た。
　平成 29 年 4 月、ＸはＡより本件建物を買い受け、
Ｙに、「同年 5 月末までの退去を求める旨、退去の
連絡が 2週間以内にない場合には行政執行手続きを
とる旨」の書面を送付した。しかし、Ｙがこれを拒
絶したことから、ＸはＹに対し、本件建物の明渡し
と本件建物の明渡しまで月 13 万円の賃料相当の損
害金の支払いを求める本件訴訟を提起した。
　Ｙは、ＸとＡの本件売買契約は、Ａの意思無能力
又は弁護士法 73 条違反により無効などと主張して
これを争った。

　裁判所は、Ｘの請求を全部棄却した。
　他人から占有者のある不動産の所有権を譲り受け
て、占有者との任意交渉によって不動産の明渡しを
実現することを業とする行為は形式的には、他人の
権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の
実行をすることを業とする行為（弁護士法 73 条）で
あるところ、Ｘの本件買受けもその一環として行わ
れたものと認められる。
　もっとも、弁護士法 73 条の趣旨は、主として弁護
士でない者が、権利の譲渡を受けることによってみ
だりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするほ
か、同法 72 条本文の禁止を潜脱する行為をして、国
民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずることを

防止するところにあると解され、上記の事象が生ず
るおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲
内にあると認められる場合には、同法 73条に違反す
るものではないと解するのが相当である（最三判 平
14.1.22 民集 56-1-123）。
　竸売手続においては、買受人が法的手段又は社会
通念上相当である任意交渉によって、申立債権者に
劣後する占有者の明渡しを実現することも広く行わ
れているが、申し立て債権者等に劣後する占有者の
利益を保護すべき要請は乏しく、また競売手続きに
おいて占有権限等について相応の調査が行われてい
ることなどから、不動産業者が買受人となり、転売
利益目的で占有者に明渡し交渉を行ったとしても、
社会的経済的に正当な業務の範囲内にあり、弁護士
法 73 条に違反するものではないと解されることが
多いと考えられる。
　しかし、Ｘの本件買受けは、競売手続によるもの
でも、Ａの債権者の権利行使に伴って行われたもの
でもなく、ＡとＹとの間でＹの本件建物の占有の権
限の有無について紛争を生じたことに端を発して、
Ａの利益を図る目的で行われたものである。
　不動産の占有に関する紛争において、占有者が所
有者に対する占有権限を有しているが、当該権限が
第三者に対抗できないものであったときは、占有者
は、不動産が第三者に譲り渡されることによってそ
の利益を害されるおそれがある反面、譲渡した所有
者に対して損害賠償請求権を取得する場合もあると
考えられ、このような不動産の第三者に対する譲渡
はみだりに紛議を助長するものといえる。
　そうすると、占有権限に紛争がある不動産を、所
有者の利益を図る目的で譲り受け、占有者の明渡し
の実現を業とする事は、占有者の法律生活上の利益
に弊害が生ずる事が防止されている事情がなければ
社会的経済的に正当な業務の範囲内にあるといえ
ず、弁護士法 73 条に違反すると解するべきである。
　以上により、Ｘの本件買受けは、弁護士法 73 条に
違反する行為の一環として行われたものと認めら
れ、仮に本件売買契約がＡとＸとの間で無効でない
としても、ＸがＹに対し、本件建物の明渡しや賃料
相当の損害金を請求することは、権利の濫用として
認められないものと解するのが相当である。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（その他）紛争の事例と解決

5宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



6 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



7宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



8 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



9宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



10 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



11宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



12 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



13宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



14 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



丘
陵
地
の
斜
面
を
埋
め
る
よ
う
に

住
宅
が
並
ぶ
（
横
浜
市
戸
塚
区
）

15宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



16 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



馬
込
川
水
門
の
完
成
イ
メ
�
ジ
︵
県
浜
松
土
木
事
務
所
提
供
︶

17宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



床
に
防
音
性
の
あ
る
マ
�
ト
（
下
）
と
タ
イ
ル
カ

�
ペ
�
ト
を
敷
き
詰
め
た
河
原
さ
ん
の
仕
事
部
屋

デ
ザ
イ
ン
性
も
あ
る
吸
音
材
﹁
Ｏ
Ｔ

Ｔ
Ｏ
﹂
（
リ
ブ
グ
ラ
フ
ィ
提
供
）

18 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



19宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



20 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



21宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



22 宅建しずおか　第 468 号（2021. 8）



2021年₅月　宅建ローン等の実績　（5/1〜5/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 36 29 57 ― 122件
金額 38億4,915万円（土地₁、新築戸建105、中古戸建10、中古マンション₆）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 1 1 0 ― 2件

金額 7,320万円（土地₁、新築戸建₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 0 3 3件
金額 5,286万円（借換え₃）

2021年₆月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
６月３日 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付59名）

８日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
９日 名古屋 中部圏流通機構 理事会
〃　 藤　枝 新規試験会場 訪問 （小杉苑）
10日 本　部 IT活用特別委員会（Web会議）
11日 本　部 会計帳票検査（法人等）
14日 浜　松 新規試験会場 訪問 （アクトシティ）
15日 東京他 取引士試験事務説明会（Web会議）
16日 本　部 支部会計統合検討特別委員会（Web会議）
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
24日 静　岡 取引士法定講習（自宅学習） （証交付54名）
28日 名古屋 中部圏流通機構 定時総会
29日 東　京 全宅保証・全宅連 定時総会
30日 〃 全宅管理 定時総会・10周年記念式典

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談12件、電話相談294件）
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